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東大阪市税条例の市民税減免事由の「あるべき姿」に関する考察 
 
（大阪樟蔭女子大学 学芸学部 ライフプランニング学科 越智 砂織・泉 裕章） 

 

大阪府東大阪市においては、従来、毎年度の市民税減免率が相対的に高いのではないかという問題意識が共有されてきた。

そこで、本稿は、同市が 2023年に実施した全国 53市へのアンケート調査の結果を参照しつつ、同市の市税条例及び市税条例

施行規則に定められた市民税の各減免事由の「あるべき姿」について考察することとし、その結果を同市に対する提言内容と

した。提言の概要は次のとおりである。勤労学生減免、天災・火災減免については、基本的に合理性が認められるが、一部、

留意すべき点がある。生活保護減免、失業者減免、所得減少者減免、未成年者、寡婦又はひとり親控除減免、障害者減免（本

人および扶養親族）については、非課税事由化、要件追加等の見直しを要する。被爆者減免については、強い公益性、公共性

を有するが、障害者減免との関係で独立減免事由とする必然性は乏しい。死亡者減免については、その合理性に疑問がある。 

 

キーワード 市民税 市（町・村）税条例（例） 担税力 公益 非課税 

 

Ⅰ はじめに 

 

１．本稿の目的と問題意識 

本地域研究助成金事業論文（以下、「本稿」という）の究極的な目

的は、研究助成元である大阪府東大阪市（以下、「本市」という）の

市税条例中の市民税減免事由に関する規定の合理性、ひいては「あ

るべき姿」（この語の意義については、Ⅴ－３の冒頭で述べる）を考

察し、その結果を提言することにある。 

本市においては、従来、毎年度の市民税減免率が相対的に高いの

ではないかという問題意識が共有されてきた。無論、減免率の高低

や推移は、各地方公共団体を取り巻く社会経済情勢に左右される面

が大きいから、必ずしもその率の高さ自体が問題というわけではな

い。しかし、仮に、その背景に個 の々減免事由の不合理性が潜んで

いるとするならば（すなわち、減免率の高さは個々 の減免事由に係

る不合理性の予兆であるとするならば）、それは検討すべき問題とい

うことになり、最終的には条例や規則の改正を視野に入れる必要が

生じることとなる。本稿の問題意識は、この点に存する。 

 

２．本稿の論述の要領 

本市においては、今般、計53に上る市（本市を含む）に対して市

民税減免状況のアンケート調査を実施したので、まずは、その回答

を概括的に分析する（なお、アンケート調査の回答の全容について

は、別途参照されたい）。その分析の結果、本稿は、主に次のような

視点を抽出し、その考察の方針を定めた（以上、Ⅱ）。 

 

【視点①】確かに、本市の減免率は相対的に高いということが確認

されたが、一方で、ほかにもいくつか、減免率の高い市が見受けら

れる。そこで、不合理な減免事由の洗い出しに寄与する可能性も存

することから、そうした各市の状況をさらに深掘りすることとする

（以上、Ⅲ）。 

【視点②】いくつかの市においては、減免事由の根拠を昭和29年の

自治省通知に求めている。そこで、同通知を概観した後、そこに根

拠を求めることの必然性（すなわち、同通知の拘束性）について、

同通知の法的性質、地方団体の課税自主権といった観点から考察を

加える（以上、Ⅳ）。 

 

【視点③】アンケート調査の回答によれば、概括的には減免事由に

共通点が見られる一方で、仔細に見ると、相違点も少なくない。こ

のことは、個々 の減免事由の合理性を個々 に考察することの必要性

を想起させる。例えば、本市の市税条例には存在するがＡ市の市税

条例には存在しない減免事由の合理性を考察すべきはもちろんのこ

と、仮にアンケート対象全市の市税条例に存在する減免事由であっ

ても、そのこと故、ただちに合理性が認められるということにはな

らず、同様にその合理性を考察する必要がある（以上、Ⅴ）。 

 

最後に、まとめとして、本市への提言内容を示す（Ⅵ）。なお、本

地域研究助成の趣旨に鑑み、本稿による提言内容は、本市の権能に

属する事項に限ることとする（すなわち、提言内容は、条例や規則

の改正によって対応可能な事項に限られ、法令の改正を要する事項

に及ばない）。 

 

Ⅱ アンケート調査の回答の概括的分析 

 

１．アンケート調査の要領 

本市の税務部市民税課は、2023年、全国の計53に上る市（本市

を含む）に対して市民税減免状況のアンケート調査を実施した。具

体的に言うと、本市は、メールを用い、各市の市民税課に宛てて、

次の各事項について回答を依頼した。 

 

（質問１）令和５年１月１日時点の貴市人口をご教示ください。ま



た、令和４年度納税義務者数をご教示ください。 

（質問２）令和４年度市民税の調定額（現年度分）をご教示くださ

い。令和４年度市民税の減免額（現年度分）をご教示くださ

い。（減免額／調定額） 

（質問３）減免の種類についてご教示ください。 

（質問４）質問３でお答えいただいた減免を条例、規則等で定める

に至った根拠についてご教示ください。 

（質問５）以上の内容を公表しても良いですか。 

 

 アンケート調査の回答によれば、質問５については、全53市が公

表可であった一方で、公表が本稿のような形で行われることについ

ては同床異夢の可能性も存することから、以下では、回答に協力し

ていただいた市の名称を伏せ、当該各市を「地方（例・近畿）＋ア

ルファベット記号（Ａ、Ｂ、Ｃ、…）」と表記することとする。 

 

２．調査事項に係る本市の状況 

 Ⅱ－１記載の各事項に係る本市の状況は、次のとおりである。 

 

（質問１の回答）人口・48万7307人、納税義務者数・22万8633人 

（質問２の回答）調定額・255億8424万8500円、減免額・3407万

8200円、減免率・0.133％ 

（質問３の回答）生活保護減免、失業者減免、所得減少者減免、勤

労学生減免、未成年者、寡婦又はひとり親控除減免、障害者

減免（本人および扶養親族）、天災・火災減免、死亡者減免、

被爆者減免 

（質問４の回答）失業者減免、所得減少者減免、勤労学生減免、障

害者減免、死亡者減免、被爆者減免については、不明。未成

年者、寡婦又はひとり親控除減免については、非課税基準の

激変緩和の観点から。生活保護減免、天災・火災減免につい

ては、地方税法323条に例示規定があるため。 

 

以上のうち、質問３の回答は、本稿執筆時点の東大阪市税条例（制

定：昭和42年３月30日東大阪市条例第94号、最終改正：令和５年

６月29日条例第30号。以下、「本市条例」という）34条及び東大

阪市税条例施行規則（制定：昭和42年９月６日東大阪市規則第129

号、最終改正：令和４年７月５日規則第67号。以下、「本市規則」

という）11条３項が次のように定めていることを受けたものであり

1、質問４の回答を反映した簡単な整理表（筆者作成）も併せて示し

ておく。 

 

東大阪市税条例 

（市民税の減免） 

第 34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市民税…の

全額負担に堪えることが困難であると認められるものについては、それぞ

れ当該各号に定めるところにより市民税…を減免する。この場合におい

て、当該各号（第７号を除く。）のうち２以上に該当する者については、当

該各号に定める減免の割合のうち最も大きいものを適用するものとする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による扶助又は貧困

により生活のため公私の扶助を受ける者 免除 

(２) 失業者（雇用保険法（昭和49年法律第116号）第15条に規定する

受給資格者又はこれに準ずる者をいう。）又は当該年中の総所得金額

…の見積額が前年の総所得金額の10分の６以下に低下する者 

ア 前年の総所得金額が1,340,000円…以下のもの 免除 

イ 前年の総所得金額が1,650,000円…以下のもの（アの規定に該当

するものを除く。） ７割減 

ウ 前年の総所得金額が1,960,000円…以下のもの（ア又はイの規定

に該当するものを除く。） ５割減 

エ 前年の総所得金額が2,270,000円…以下のもの（アからウまでの

規定に該当するものを除く。） ３割減 

(３) 勤労学生（所得税法第２条第１項第 32号イからハまでの規定に該

当するものをいう。）で前年の合計所得金額が 750,000 円以下のもの 

免除 

(４) 賦課期日において未成年者、寡婦又はひとり親である者 

ア 前年の合計所得金額が1,480,000円以下のもの ７割減 

イ 前年の合計所得金額が1,610,000円以下のもの ５割減 

(５) 障害者…又は同一生計配偶者等のうちに障害者を有する者 

ア 前年の合計所得金額が1,200,000円…以下のもの 免除 

イ 前年の合計所得金額が1,460,000円…以下のもの（アの規定に該

当するものを除く。） ７割減 

ウ 前年の合計所得金額が1,720,000円…以下のもの（ア又はイの規

定に該当するものを除く。） ５割減 

エ 前年の合計所得金額が1,980,000円…以下のもの（アからウまで

の規定に該当するものを除く。） ３割減 

(６) 特別障害者（法第314条の２第１項第６号に規定する特別障害者を

いう。…。）又は同一生計配偶者等のうちに特別障害者を有する者 

ア 前年の合計所得金額が1,340,000円…以下のもの 免除 

イ 前年の合計所得金額が1,650,000円…以下のもの（アの規定に該

当するものを除く。） ７割減 

ウ 前年の合計所得金額が1,960,000円…以下のもの（ア又はイの規

定に該当するものを除く。） ５割減 

エ 前年の合計所得金額が2,270,000円…以下のもの（アからウまで

の規定に該当するものを除く。） ３割減 

(７) 天災又は火災による被害を受けた者 被害の程度に応じて規則で

定める額 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 市長は、第１項第２号（失業者に係る部分を除く。）に該当することに

より減免を受けた者の当該年中の総所得金額が、前年の総所得金額の10

分の６を上回ったときは、当該減免を取り消すことができる。 



６ 市長は、第１項に規定するもののほか、公益上その他の理由により特

に必要があると認める場合には、市民税を減免することができる。 

 

東大阪市税条例施行規則 

（市民税の減免） 

第11条 

３ 条例第 34条第６項に規定する市長が特に必要があると認める場合と

は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額を減免する。 

(１) 納税義務者が死亡し、法第９条の規定により当該納税義務を承継し

た場合 次条第１項の規定による申請のあった日以後に納期限の到

来する納期に係る税額…（当該納税義務者から承継した税額に限る。）

に別表に掲げる区分に応じ同表に定める割合を乗じて得た額 

(２) 納税義務者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年

法律第117号）第２条第３項の規定により被爆者健康手帳の交付を受

けている者…又は当該手帳の交付を受けている同一生計配偶者若し

くは扶養親族を有する者となった場合 納税義務者の所得割の額よ

り、当該納税義務者の課税総所得金額から被爆者１人につき法第314

条の２第１項第６号に規定する障害者に係る控除額に相当する額を

控除した場合における所得割の額を差し引いた額 

 

整理表［筆者作成］ 

減免事由 

条例・規則上の根拠 

 条例・規則の制定根

拠 

① 生活保護減免 条例34条１項１号 Ｃ 

② 失業者減免 条例34条１項２号 Ａ 

③ 所得減少者減免 条例34条１項２号 Ａ 

④ 勤労学生減免 条例34条１項３号 Ａ 

⑤ 
未成年者、寡婦又は

ひとり親控除減免 
条例34条１項４号 Ｂ 

⑥ 
障害者減免（本人お

よび扶養親族） 

条例 34 条１項５、６

号 
Ａ 

⑦ 天災・火災減免 条例34条１項７号 Ｃ 

⑧ 死亡者減免 規則11条３項１号 Ａ 

⑨ 被爆者減免 規則11条３項２号 Ａ 

［注］Ａ：不明 

Ｂ：非課税基準の激変緩和の観点 

Ｃ：地方税法323条の例示規定 

 

３．概括的分析 

 本市を含む全 53 市の回答をいくつかの視点から概括的に分析す

ると、次のような傾向が見て取れた。 

 第１に、全53市の地域分布は次のとおりであった。ここで地域分

布に着目するのは、後述するように、複数の地域的傾向が見られた

からである。 

 

北海道・東北 ６市 近畿 13市 

関東・甲信越 12市  大阪 ６市 

東海・北陸 ７市  兵庫 ４市 

中国・四国 ９市  その他 ３市 

九州 ６市    

 

推察するに、本市としては、近隣の市の状況を重点的に調査した

い意向があったと考えられるが、こうして見ると、全体的にはバラ

ンスの取れた地域分布であると言ってよいのではないか。 

第２に、生活保護減免については、全53市が用意し、天災・火災

減免については、災害による住宅・家財の損害やいわゆるバスケッ

ト条項を含めると、１市を除く全市が用意しており、他の減免事由

と比べて、有意に多かった。これは、本市も認識しているように、

地方税法323条が市町村民税の減免について、「市町村長は、①天災

その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要と

すると認める者、②貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者③

その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるとこ

ろにより、市町村民税を減免することができる。」2と、①②のよう

な形で明示していることによるものと考えられる。なお、アンケー

ト調査の回答による限り、中国・四国Ａ市には天災・火災減免の明

示がないようであるが、同市の場合、別途、所得減少者減免が明示

されているようであるから、天災・火災の事態にあたっては、それ

をもって対処しようしているのかもしれない。 

第３に、減免事由の数を巡っては、次の２点を指摘することがで

きる。１つは、本市をはじめ、近畿各市においては、他地域の各市

と比較して相対的に多い傾向が見られた。確かに、生活保護減免や

天災・火災減免のほか、所得減少者減免や（勤労）学生減免につい

ても、全国の多くの市が明示しているが、一方で、近畿各市に目立

って多い減免事由も見られる。その典型的な例が未成年者、寡婦又

はひとり親控除減免であり、それが明示されているのは計11市、そ

のうち、近畿各市が９市（うち、８市が大阪、兵庫の両府県の市で

あり、その他は近畿Ａ市である）、それ以外が２市（関東・甲信越Ａ

市、東海・北陸Ａ市）となっている。無論、北海道・東北の市にお

いて冷害を明示している例があるように、減免事由には多少なりと

も地域的な特徴が現れることは否定できないが、少なくとも、未成

年者、寡婦又はひとり親控除減免それ自体に何らかの地域的な特徴

を見出すことはできないように思われる。もう１つは、その反面と

して、減免事由をごく限られた数に絞っている例が見られた。その

究極の例が関東・甲信越Ｂ市であって、アンケート調査の回答によ

る限り、同市が明示する事由は、生活保護減免と天災・火災減免の

み、言い換えれば、地方税法323条における前述①②の明示例のみ

ということになる。 

第４に、第２、第３の点とも関連するが、地方税法323条で例と

して明示された生活保護減免と天災・火災減免を除き、「その減免事



由を条例、規則等で定めるに至った根拠は不明」という回答が有意

に多く、１つでも「不明」という回答があったのは、全53市のうち

実に42市に上った3。確かに、地方税法323条は、一方において「当

該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免すること

ができる」と定めているものの、他方において「市町村長は、…に

限り、…、市町村民税を減免することができる」4と定めているので

あり、当然ながら、条例で定めさえすればどのような事由であって

も減免対象とすることができるわけではない。したがって、個 の々

減免事由の合理性については、さらに考察を深める必要があるとい

うことになる。こうした中、昭和29年自治省通知をはっきりした形

で根拠に挙げる市が複数見られた点は、目を惹いた。具体的には、

関東・甲信越Ｃ市、関東・甲信越Ｄ市、関東・甲信越Ｅ市、九州Ａ

市の４市であり5、同通知の考察を深める必要を感じさせる。 

第５に、減免率についても、先の減免事由の数と同様に、ある地

域的傾向が見られた。すなわち、減免率が 0.1％を超過しているの

は、全53市のうち６市であったところ、うち４市が大阪、兵庫の両

府県の市に集中していた。具体的に言うと、減免率の高い順に、東

海・北陸Ｂ市（0.318％）、北海道・東北Ａ市（0.232％）、近畿Ｂ市

（0.180％）、近畿Ｃ市（0.179％）、近畿Ｄ市（0.155％）、そして、

本市（0.133％）、であった。このうち、北海道・東北Ａ市について

は、今回のアンケート調査に対し、「令和４年度については、令和３

年に発生した地震による減免額が大きい」旨の回答が寄せられてい

ることから、特殊な要因があったと考えてよいが、本市を含めた他

の５市については、何らかの特殊な要因があったのか、それとも、

恒常的にこのような状況が見られるのか等、さらに深堀りしておく

必要があるように思われる。 

以上の概括的分析を踏まえ、以下では、減免率の高い市の深掘り

（Ⅲ）、昭和29年自治省通知の概観とその拘束性（Ⅳ）、個 の々減免

事由の合理性（Ⅴ）、の順に考察を進めることとする。 

 

Ⅲ 減免率の観点からの深掘り 

 

１．対象各市における事由別の減免状況 

前述のように、アンケート調査を実施した全53市のうち、減免率

が 0.1％を超過しているのは６市であった。このうち、特殊な要因

が存した北海道・東北Ａ市を除く５市を俯瞰すると、減免事由の別

では、失業者減免、障害者減免、死亡者減免の３つに特徴的な傾向

が見られるように思われる。例えば、この３つにつき、各市の減免

額全体に占める当該各事由の割合を表すと、下表のとおりである。 

 

整理表［筆者作成］ 

減免事由 
東海・北陸 

Ｂ市 

近畿 

Ｂ市 

近畿 

Ｃ市 

近畿 

Ｄ市 
本市 

失業者減免 0.8％ 43.8％ 43.8％ 78.2％ 78.8％ 

障害者減免 0.0％ 41.8％ 37.0％ 0.3％ 12.7％ 

死亡者減免 94.2％ 0.4％ 0.0％ 9.4％ 4.2％ 

［注］東海・北陸Ｂ市及び本市の失業者減免は、所得減少者減免との合計値で

ある。また、各市の障害者減免には、未成年者、寡婦又はひとり親控除

減免を含む。 

 

２．深掘り 

 先の整理表から一見して特徴的なのは、これらの市の減免率がい

ずれも 0.1％を超過しているという共通項がある一方で、東海・北

陸Ｂ市と大阪、兵庫の両府県の市とでは、減免事由別の傾向がまる

で正反対になっていることである。この点、本稿の目的は本市条例

の各減免事由の合理性を考察することにあるので、以下では、本市

において高い減免額を示している失業者減免（ただし、本市は、所

得減少者減免との合計値である）に焦点を当てて深掘りすることと

する。具体的には、東海・北陸Ｂ市の市税条例における失業者減免

規定のあり方が、大阪、兵庫両府県の市（本市もここに含まれる）

の各市税条例におけるそれを考えるヒントになるのではないかとい

う仮定の下、それぞれの規定のあり方について検討を加える。 

 一方で、近畿Ｂ市、近畿Ｄ市、本市の各市税条例における失業者

減免規定は、次のとおりである6。 

 

近畿 

Ｂ市 

市税条例 

第34条第３号 

「当該年において所得が皆無となつたため、生活が著しく

困難となつた者又はこれに準ずると認められる者」 

近畿 

Ｄ市 

市税条例 

第34条第２項第３号 

「賦課期日後において雇用保険法…第13条に規定する基本

手当を受給している者又は３月以上引き続き失業中である

者で納税が著しく困難であると認められるもの」としたう

えで、３段階の合計所得金額基準を設けている。 

本市条例 

第34条第１項２第号 

「失業者（雇用保険法…第15条に規定する受給資格者又は

これに準ずる者をいう。）」としたうえで、４段階の総所得金

額基準を設けている。 

 

 他方で、東海・北陸Ｂ市の市税条例における失業者減免規定は、

次のとおりである。 

 

41条１項３号 

廃業、休業、失業等(定年又は自己の都合による場合を除く。)により所得

が減少した者のうち、前年所得金額…が210万円以下で、かつ、当該年所

得金額…が前年所得金額の2分の1以下に減少すると認められるもの 

 

 このように、両者を比較して一見明らかなのは、後者において、

減免対象となる失業者から定年又は自己都合による場合を除外して

いる一方、前者においては、そうした基準が設けられていない点で

ある。確かに、近畿Ｂ市の場合、市税条例の規定ぶりだけを前提と



する限り、「生活が著しく困難」という要件を厳格に判断することに

よる適正運用は可能と言えるかもしれない。また、近畿Ｄ市や本市

の場合、所得金額基準が一定の適正運用に寄与していると言えるか

もしれない。しかし、近畿Ｂ市の場合には、当該要件が明確性に欠

けることもあって実際の運用に困難を伴うことが想定されるという

指摘7が、また、近畿Ｄ市や本市の場合には、対象者の実際の生活状

況を考慮の対象に含めていないという指摘が、それぞれ可能である

ように思われる（この点、近畿Ｄ市の市税条例にも、「納税が著しく

困難」という要件が明記されているが、事実上、当該要件は合計所

得金額基準に吸収されてしまうのではないかと想像される）。 

以上のような意味において、減免対象となる失業者から定年又は

自己都合による場合を除外している東海・北陸Ｂ市の市税条例のあ

り方は、本市においても参照に値するものと考えられる。 

 

Ⅳ 昭和29年自治省通知とその拘束性 

 

１．昭和29年自治省通知とは何か 

ここにいう昭和29年自治省通知とは、正確に言うと、「昭和29年

５月 14日自乙市発第 20号」を指す。より具体的には、「市（町・

村）税条例（例）」である。一方、同通知を明示した４市（Ⅱ－３参

照）においては、それぞれ、次のような減免事由の根拠として、同

通知を挙げている。すなわち、関東・甲信越Ｃ市は、生活困窮者減

免・勤労学生減免、関東・甲信越Ｄ市は、生活保護減免・所得減少

者減免・勤労学生減免、関東・甲信越Ｅ市は、所得減少者減免・勤

労学生減免、九州Ａ市は、勤労学生減免・所得激減減免、である。

これは、市（町・村）税条例（例）51条１項が次のような定めを置

いていることによるものと考えられる。 

 

令和５年度 市（町・村）税条例（例） 

（市（町・村）民税の減免） 

第 51条 市（町・村）長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市

（町・村）長において必要があると認めるものに対し、市（町・村）民税

を減免する。 

 一 生活保護法の規定による保護を受ける者 

 二 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となっ

た者又はこれに準ずると認められる者 

 三 学生及び生徒 

 四 公益社団法人及び公益財団法人 

 

 この点、枠囲み中の「市（町・村）税条例（例）」の前に「令和５

年度」と表記したことからも窺われるように、市（町・村）税条例

（例）は、例外なく毎年のように改正されている。また、現在にお

いては、市町村税務研究会がこれを編集し、一般財団法人地方財務

協会が書籍として発行するという態勢が構築されている。したがっ

て、昭和29年自治省通知たる市（町・村）税条例（例）の最新内容

を参照すること自体は、基本的に容易であると言ってよい。 

２．昭和29年自治省通知は拘束性を有するか 

 もっとも、その最新内容を参照することの容易性と、各市町村が

その内容に沿って市町村税条例を制定・改正することの必要性は、

あくまでも別個の問題である。つまり、昭和29年自治省通知の拘束

性の有無が、まずもって考察されなければならない。以下では、２

つの観点から考察を進める。 

 第１は、昭和29年自治省通知及びその後の毎年の改正通知8（令

和５年度については、令和５年３月31日総税市第38号）としての

市（町・村）税条例（例）が、いわゆる模範条例に位置付けられる

という観点である。この点、宇賀克也は、模範条例について、「従前

は、条例が法律に抵触しないようにするため、また、地方公共団体

の条例制定を支援するため、国が模範条例を地方公共団体に示すこ

とが多かった［中略］。今日でも、技術的助言（［地方］自治［法］

245 条の４第１項）として、各大臣が模範条例を地方公共団体に提

示することが稀でない」9と説明したうえ、その一例として、市（町・

村）税条例（例）を挙げる。ただし、同時に、「地方分権の進展に伴

い、模範条例を示すというかたちでの技術的助言は控えられる傾向

にある」10とも説明する。 

 第２は、宇賀の説明でも言及されている「地方分権」に関係する

のであるが、平成12年に、従来の「市（町・村）税条例（準則）」

から現在の「市（町・村）税条例（例）」に改められたという観点で

ある。平成12年と言えば、機関委任事務制度の廃止等、大きな成果

を収めたとされる「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等

に関する法律」（いわゆる地方分権一括法）が施行された年であり、

地方公共団体の自主財政権との関係においても、①法定外普通税新

設の許可制度の廃止と事前協議制の導入、②法定外目的税の新設、

等が実現することとなった11。そして、この機に合わせ、従来の「市

（町・村）税条例（準則）」は、現在の「市（町・村）税条例（例）」

に衣替えした（平成12年４月１日自治市第44号通知「市（町・村）

税条例（準則）等の一部改正について」）。つまり、「準則」は、「準

拠すべき法則の定め」12等と定義され、名宛人をしてその内容に従わ

せるというニュアンスを含んでいることを踏まえ、そうしたニュア

ンスを含まない「例」に改められたというわけである。 

 こうして、以上のような２つの観点によれば、市（町・村）税条

例（例）はあくまでも技術的助言たる模範条例の域を出るものでな

い（しかも、地方分権の進展によって、そうした手法は控えられる

傾向にある）ことから、その内容は各市町村に対する拘束性を持た

ず、かつ、このことは「準則」から「例」に改められた経緯によっ

ても明白である、という結論が導かれる。したがって、減免事由に

ついても、各市町村は、合理的な範囲に収まる限り、条例をもって

独自に制定することができる。また、こうした考察結果は、地方団

体の課税自主権との関係で、「現在、地方税法の枠内で認められてい

る課税自主権活用の手法として、（１）税率操作、（２）法定外税創

設、（３）法定任意税の採用、（４）不均一課税、（５）課税の減免や



課税免除、の５つがある」13という見解が示されていることとも整合

的であると考えられる。 

 

Ⅴ 個々 の減免事由の合理性 

 

 ここまでの考察を踏まえ、Ⅴでは、個々 の減免事由の合理性に関

する考察を進めることとする。もっとも、「個 の々」減免事由への過

度な着目は、いわば「木を見て森を見ず」の弊害を引き起こしかね

ない。そこで、Ⅴにおいては、はじめに、２つのメルクマール（す

なわち、「森」）を提示し、次に、それらに当てはめる形で、本市条

例・本市規則に存する個々 の減免事由（すなわち、「木」）の合理性

（すなわち、「（減免事由に係る本市条例等の規定が）合理的な範囲

に収まっているかどうか」（Ⅳ－２参照））を考察することとする。 

 

１．メルクマール（その１） －「担税力」と「公益」－ 

 Ⅱ－３で言及したように、地方税法323条は、市町村民税の減免

について、「市町村長は、①天災その他特別の事情がある場合におい

て市町村民税の減免を必要とすると認める者、②貧困に因り生活の

ため公私の扶助を受ける者③その他特別の事情がある者に限り、当

該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免すること

ができる。」14と定めている。この点、③及びこれを踏まえた同旨の

条例規定に関し、ある住民に対して行われた免除の適法性が争われ

た裁判例（宇都宮地判昭和60年12月19日・判時1183号79頁）が

存在する。しかるに、本件は、この論点に関する初めての裁判例と

され、そこで示されたメルクマールは、「担税力」と「公益」であっ

た。具体的には、以下のとおりである。 

 

ａ．事実の概要 

 栃木県安蘇郡葛生町（現在は、同県佐野市。以下、「葛生町」又は

単に「町」という）は、住民Ａ（訴外）の所有地を町の上水道水源

地拡張用地とする目的で買収したが、その後、同土地の用途変更を

し、これを宅地造成地とした。ところで、水源地拡張用地としての

譲渡であれば、租税特別措置法33条の４により、Ａの譲渡所得につ

いては3000万円の特別控除がされることになるので、Ａは、同控除

後の金額を基準として算出した国税及び地方税を納付していたが、

用途変更の結果、同法34条の２による1500万円の特別控除しか受

けられないことになり、追加納税が必要になった。葛生町の町長Ｙ

は、このようなＡの関知しない事情でＡに国税の追納をさせること

になったうえに町民税まで追納させることは著しく信義に反すると

考え、Ａは地方税法323条及びそれを踏まえて定められた葛生町税

条例所定の「特別の事情（事由）がある者」に当たるとして、町民

税の追納分123万5350円を免除した。そこで、町の住民Ｘが、地方

自治法242条の２第１項２号に基づき、Ｙを被告として町民税一部

免除処分の取消しを求めた。 

 なお、葛生町税条例51条１項では、町民税の減免について、次の

ように定められていた。 

町長は、左の各号の一に該当する者のうち、町長において必要があると

認めるものに対し、町民税を減免する。 

 一 生活保護法の規定による保護を受ける者 

 二 当該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となっ

た者またはこれに準ずると認められる者 

 三 学生及び生徒 

 四 民法第34条の公益法人 

五 前各号に掲げるもののほか、特別の事由がある者 

 

ｂ．判 旨 

［請求認容（確定）］ 

「地方税法 323条及び葛生町税条例 51条１項５号の「特別の事情

（事由）がある者」とは、前年に所得があった者でも、失業、退職

等により当該年の所得が皆無又は減少したため生活が著しく困難と

なった者等、主として客観的に担税力を著しく喪失した者をいうが、

「減免することが公益上必要であると認められる者」も含まれると

解するのが相当である。しかし、この公益上必要な場合とは、単な

る当事者間の公平という観点からではなく、他の一般納税者との関

係における租税負担の公平の観点からみても、当該具体的事案につ

き、減免を相当とする程度の強い公益性、公共性があるものに限っ

て減免を行うものと解すべきである。 

 以上の見地から本件をみるに、…、葛生町の本件用途変更はＡの

全く関与、関知せざるところでなされ、そのため国税、地方税等が

賦課されることになったものであり、Ａにとっては不測の税負担で

ある。従って、新たに賦課された国税の他に自ら用途変更した葛生

町が町民税を賦課することは当事者間においては公平を欠く面もな

いではない。しかし、…、宅地造成は究極において…いわば個人に

便益を供与することを目的とするものであり、多数の町民一般に継

続的に便益を供与するという上水道の水源地拡張用地などと比較し

てその公益性に格段の差があって、他の一般納税者との関係におけ

る租税負担公平の観点からみて、町民税の減免を相当とする程の強

い公益性、公共性を認めることは到底できない…から、Ａは、地方

税法323条及び葛生町税条例51条１項５号の「特別の事情（事由）

のある者」に該当しないというほかはなく、その他同条例51条１項

１号ないし４号に定める要件にも該当しない。従って、地方税法323

条及び葛生町税条例 51 条に基づかない本件町民税一部免除決定処

分は違法である。」 

 

ｃ．若干のコメント 

 個人の市町村民税は、均等割と所得割から成るものの（地方税法

292条１項１、２号、本市条例10条１項柱書）、日本国憲法14条の

要請を踏まえる限り、その課税の公平は、納税者の担税力を的確に

測定することから出発すべきであって15、このことは、国税たる所得

税と基本的に変わらない16。本件裁判例が、「特別の事情（事由）が



ある者」につき、「主として客観的に担税力を著しく喪失した者をい

う」と判示したのは、この意味において首肯することができる。他

方、日本国憲法92条が「地方自治の本旨」を明確に謳っていること

に鑑みれば、地方団体の課税自主権を無視することはできない17。本

件裁判例が、「特別の事情（事由）がある者」につき、「「減免するこ

とが公益上必要であると認められる者」も含まれる」という配慮を

示したのは、この意味において理解可能である。ただし、当然なが

ら、後者の場合でも、課税の公平を潜脱するような不合理な取扱い

は許されない18。「この公益上必要な場合とは、単なる当事者間の公

平という観点からではなく、他の一般納税者との関係における租税

負担の公平の観点からみても、当該具体的事案につき、減免を相当

とする程度の強い公益性、公共性があるものに限って減免を行うも

のと解すべきである」という判示は、こうした趣旨を表しているも

のと解される。 

 まとめると、地方団体は、原則として、担税力の観点から市町村

民税の減免事由を定める必要があり、例外的に、公益（すなわち、

強い公益性、公共性）の観点からそれを定めることができる、とい

うことになる。 

 なお、地方税法323条の解釈について、１点だけ私見を述べてお

く。すなわち、同条は、「①天災その他特別の事情がある場合におい

て市町村民税の減免を必要とすると認める者、②貧困に因り生活の

ため公私の扶助を受ける者③その他特別の事情がある者」19という

文面になっているが、このうちの③は、決してフリーハンドのバス

ケット条項なのではなく、あくまでも、「①②と同種・同程度」とい

う条件付きのバスケット条項と解釈するのが素直であるように思わ

れる20。この点、①②はいずれも担税力の観点から定められたことが

窺われる以上、これらと別種・別程度である「公益」の観点に過度

に頼ることには慎重であるべきではなかろうか21。 

 

２．メルクマール（その２） －「非課税」と「減免」－ 

ａ．素朴な疑問 

 あらためて、本市条例の減免事由を眺めてみて疑問に思うのは、

一例ながら、「未成年者、寡婦又はひとり親控除減免（近畿各市に目

立って多いことにつき、Ⅱ－３の第３参照）という事由は、いった

い、どこから着想を得たのだろうか？」ということである。同事由

は、それ自体、かなり込み入った文言によって構成されていること

に照らせば、おそらくゼロから考えたわけではないのであろう。か

と言って、地方税法323条にも、それを窺わせるような規定は存し

ない。こうした視点から探っていくと、地方税法295条１項が次の

ような定めを置いていることに行き着く22。 

 

市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税（第

二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割

（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除く。）を課することができ

ない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限

りでない。 

一 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 

二 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（これらの者の前年の合計所

得金額が百三十五万円を超える場合を除く。） 

 

 周知のとおり、同条は、個人の市町村民税の「非課税」の範囲に

ついて定めた規定である。また、これと全く同じ趣旨の規定は、市

（町・村）税条例（例）24条１項にも見られる。本市をはじめ、こ

の減免事由を採用している各市においては、もしかすると、ここか

ら着想を得ているのではなかろうか。そして、この仮説が正しいと

するならば、本稿は、「減免」の事由だけでなく、「非課税」の事由

も含めた考察を要することとなりそうである。そこで、まずは、地

方税法、市（町・村）税条例（例）、本市条例（本市規則を含む）、

それぞれの「非課税」事由と「減免」事由を一覧表に整理してみる

こととしたい。そうすると、Ⅴ－２－ｂのような表が出来上がる。 

 

ｂ．「非課税」事由と「減免」事由の一覧表［筆者作成］ 

 「非課税」事由 「減免」事由 

① 

◆生活保護法の規定による生活

扶助を受けている者 

◆障害者、未成年者、寡婦又はひ

とり親（これらの者の前年の

合計所得金額が135万円を超

える場合を除く） 

◆≪均等割のみ≫前年の合計所

得金額が政令で定める基準に

従い当該市町村の条例で定め

る金額以下 

◆天災その他特別の事情がある

場合 

◆貧困に因り生活のため公私の

扶助を受ける者 

◆その他特別の事情がある者23 

② 

◆生活保護法の規定による生活

扶助を受けている者 

◆障害者、未成年者、寡婦又はひ

とり親（これらの者の前年の

合計所得金額が135万円を超

える場合を除く） 

◆≪均等割のみ≫前年の合計所

得金額が○○○円にその者の

同一生計配偶者及び扶養親族

の数に１を加えた数を乗じて

得た金額に100,000円を加算

した金額（その者が同一生計

配偶者又は扶養親族を有する

場合には、当該金額に○○○

円を加算した金額）以下24 

◆生活保護法の規定による保護

を受ける者 

◆当該年において所得が皆無と

なったため生活が著しく困難

となった者又はこれに準ずる

と認められる者 

◆学生及び生徒 

◆公益社団法人及び公益財団法

人 

③ 
◆≪均等割のみ≫前年の合計所

得金額が350,000円にその者

◆生活保護減免 

◆失業者減免 



の同一生計配偶者及び扶養親

族の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額に100,000円を加

算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有す

る場合には、当該金額に

210,000円を加算した金額）以

下 

◆所得減少者減免 

◆勤労学生減免 

◆未成年者、寡婦又はひとり親

控除減免 

◆障害者減免（本人および扶養

親族） 

◆天災・火災減免 

◆死亡者減免 

◆被爆者減免 

［注］①：地方税法295条１、３項、323条 

②：市（町・村）税条例（例）24条１、２項、51条１項 

③：本市条例13条の２、34条１項、本市規則11条３項 

 

ｃ．若干のコメント 

 一方で、地方税法３条１項は、「地方団体は、その地方税の税目、

課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、

当該地方団体の条例によらなければならない」と定めているから、

地方団体が制定した条例の内容は最大限尊重されるべきである。し

かし、他方で、同法２条が「地方団体は、この法律の定めるところ

によつて、地方税を賦課徴収することができる」と定めていること

をもって、一般に、同法は地方税の枠組みを定めた枠組法であると

される25。もっとも、「同法をコピー＆ペーストすれば、完璧な税条

例が出来上がる」という程度に、同法があらゆる事項を網羅してい

るわけではない。そこで、市（町・村）税条例（例）が、同法の枠

組みに従った結果としての「模範」という役割を担うことになった

のであるが、市（町・村）税条例（例）の内容が各市町村に対する

拘束性を持たないことについては、Ⅳ－２のとおりである。 

 とは言え、理論面や体系面に及ぶまで、枠組法たる地方税法と異

なるような条例を制定することは、必ずしも課税自主権の適切な行

使とは言えないように思われる（Ⅳ－２で述べた、課税自主権活用

の５つの手法を参照されたい）。この点、「非課税」と「減免」の理

論的・体系的な差異は、決して小さなものではない。確かに、「非課

税」であれ、「減免」（特に免除）であれ、最終的に、納税者たる住

民は租税を給付する必要がないという意味において共通する。しか

し、「非課税」は、地方団体の租税債権、納税者の租税債務26がそも

そも生じないということを意味する。したがって、租税を給付する

必要がないという効果を享受するにあたり、納税者たる住民は何ら

の行為を要しない。これに対し、「減免」は、一旦生じた納税者の租

税債務につき、地方団体が自らの行政処分によって全部免除又は一

部免除するということを意味する。したがって、租税を給付する必

要がないという効果を享受するにあたり、納税者たる住民は、所定

の申請をなすことを要する（市（町・村）税条例（例）51 条２項、

本市条例34条３項参照）。つまり、納税者たる住民にとっては、租

税を給付する必要がないという効果を享受するにあたり、「減免」の

方が手続面の負担・不利益が大きいということになる（別の言い方

をすれば、「減免」の場合、万が一、納税者たる住民が、そのために

必要な所定の申請を失念してしまうと、当該住民は「減免」の効果

を享受できないという酷な結論に行き着く）。 

 以上のような観点からすると、地方税法や市（町・村）税条例（例）

が「非課税」事由としている生活保護受給者、障害者、未成年者、

寡婦又はひとり親について、本市条例が「減免」事由としているの

は、必ずしも適切でないという評価もあり得るところであろう。反

面、地方税法及び市（町・村）税条例（例）に対しては、次のよう

な指摘が可能である。一方で、地方税法については、「減免」事由た

る「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」を「生活保護受

給者以外の者」と解することにより、さしあたって「非課税」事由

と「減免」事由の棲み分けが明確となる。他方で、市（町・村）税

条例（例）については、生活保護受給者が「非課税」事由、「減免」

事由のいずれにも明記されており、一見すると、文面上、論理矛盾

を来たした状態となっているようにも思われる。もしそうだとすれ

ば、「非課税」「減免」それぞれの前述の意義に従う限り、「非課税」

事由たる生活保護受給者こそが創設的なものであって、「減免」事由

たる生活保護受給者は、いわば確認的・注意的なものと解されるの

が自然ということになる27。しかし、よく見ると、「非課税」事由が

「生活保護法の規定による生活扶助
．．．．

を受けている者」とされている

のに対して、「減免」事由は「生活保護法の規定による保護
．．

を受ける

者」とされており、両者は微妙に異なっている。この点、生活保護

法（昭和25年法律第144号）11条１項は、保護の種類について次

のように規定している。 

 

保護の種類は、次のとおりとする。 

一 生活扶助 

二 教育扶助 

三 住宅扶助 

四 医療扶助 

五 介護扶助 

六 出産扶助 

七 生業扶助 

八 葬祭扶助 

 

 そうすると、同法の用語法に従う限り、「減免」事由たる「保護」

は、全８種類のすべての「扶助」を指し、「非課税」事由たる「生活

扶助」は、文字どおり、同法11条１項１号の「生活扶助（のみ）」

を指すものと解されることになる。もっとも、このままでは、「生活

扶助」の重複状態が解消されていないため、最終的な解釈のあり方

として、「非課税」事由は「生活扶助」を受ける者、「減免」事由は

それ以外の７種類の「扶助」を受ける者、と整理することになる。

そして、この認識を持ったうえで、地方税法を見返してみると、「非

課税」事由は「生活保護法の規定による生活扶助
．．．．

を受けている者」、

「減免」事由は「貧困に因り生活のため公私の扶助
．．．．．

を受ける者」と



されており、結局、地方税法の立法趣旨は、先の市（町・村）税条

例（例）が示した内容であるということに気付く（なお、地方税法

の「減免」事由中の「公私の扶助」という文言は、生活保護法４条

２項が「民法…に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶

助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」

と規定していることを踏まえたものと考えられる）。 

 まとめると、地方税法及びその立法趣旨を明確化したと考えられ

る市（町・村）税条例（例）の生活保護に係る「非課税」事由は、

生活保護法11条１項１号の「生活扶助」を受ける者、「減免」事由

は、同項２号から８号までの各種の「扶助」を受ける者、であると

解される。 

 

３．本市条例・本市規則の各減免事由の合理性 

 Ⅴ－１、２で専ら理論面から考察した各メルクマールを踏まえ、

以下では、本市条例・本市規則の各減免事由の合理性について、順

に考察する。 

 なお、順次の考察に先立ち、次の点について確認しておく。すな

わち、本市条例は、その１条において、「この条例は、法令その他別

に定めがあるもののほか、市税の税目、課税客体、課税標準、税率

その他賦課徴収について必要な事項を定めるものとする」28と定め

ることにより、一般には枠組法と解されている地方税法29の規定の

一部を条例の中に取り込んでいる。この点、確かに、「条例において、

どの範囲の事項を規定すべきかについては単にその地方団体が課す

る税目及び地方税法が条例で定めるところによらしめている事項に

ついてのみを規定し、その他は「地方税法の規定による」旨を規定

すれば、法的には課税権は実現できるものとも解される」30という考

え方も示されているところであり、そうした意味において、本市条

例・本市規則は、法の趣旨に照らし、全体としては適切性を確保し

ていると言ってよいであろう。一方で、地方税法の枠組法たる性格

に思いを致すならば、「税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課

徴収」（同法３条１項）については、同法の規定に拠ることなく、市

税条例によってすべからく具体的に規定することが望ましい。した

がって、以下では、本市条例・本市規則が同法の規定に拠っていな

いという仮定の下で、考察を進めることとする。そして、こうした

考察の結果は、究極的に、本市条例・本市規則の１つの「あるべき

姿」（Ⅰ－１参照）を提示することにもつながるであろう。 

 

ａ．生活保護減免 

 本市条例34条１項１号の生活保護減免は、「生活保護法（昭和25

年法律第144号）の規定による扶助又は貧困により生活のため公私

の扶助を受ける者」と規定されており、その効果は、全部免除の一

択である。既にⅤ－２－ｃで述べたところであるが、枠組法たる地

方税法の理論面・体系面に従うならば、このうち、生活保護法11条

１項１号の「生活扶助」を受ける者については、非課税事由とすべ

きである。そのうえで、「生活保護法…の規定による扶助」（すなわ

ち、生活保護法11条１項２号から８号までの各種の「扶助」）と「貧

困により生活のため公私の扶助」は事実上重複するから、前者に収

斂させてもよさそうであるが、後者の「公私の扶助」という文言を

重視するならば、減免事由は、「生活保護法11条１項２号ないし８

号にいう扶助又は同法４条２項にいう扶助を受ける者」といった文

言を用いて明確化すべきであるように思われる31。そして、この減免

事由は、非課税事由とすべき「生活扶助」とのバランスを失しない

よう、文面上は全部免除の効果を残すとしても、原則として一部免

除、すなわち、軽減に止めるべきである。 

 

ｂ．失業者減免、所得減少者減免 

 本市条例 34 条１項２号は、失業者減免及び所得減少者減免につ

いて、「失業者（雇用保険法…第15条に規定する受給資格者又はこ

れに準ずる者をいう。）又は当該年中の総所得金額…の見積額が前年

の総所得金額の10分の６以下に低下する者」と定める。前者が失業

者減免、後者が所得減少者減免であり、両者とも（ただし、前者に

ついては、やや読みにくい印象である）、４段階の総所得金額基準が

設けられている。 

この点、本市によれば、これらの制定根拠は不明とのことである

が（Ⅱ－２参照）、地方税法及び市（町・村）税条例（例）を参照す

る限り、これらの発想は、地方税法の「貧困に因り生活のため公私

の扶助を受ける者」、市（町・村）税条例（例）の「当該年において

所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準

ずると認められる者」に近そうである。もっとも、このうちの前者

について、本稿は、既に述べたように、Ⅴ－３－ａの範疇と整理し

た。一方、後者については、「所得が皆無」という文言が用いられて

おり、今般のアンケート調査によれば、現に、この文言に沿った定

めを置いている市も見られる32。 

確かに、失業者、すなわち、雇用保険法15条にいう受給資格者の

場合、その限りにおいては「所得が皆無」と言えるであろう。しか

し、市（町・村）税条例（例）の規定は、「所得が皆無となったため
．．

生活が著しく困難となった
．．．．．．．．．．．．

者」となっている。これを要素分解して

考えるならば、住民がこの規定に基づく減免の効果を享受するため

には、①所得が皆無となったこと、②生活が著しく困難となったこ

と、③①と②の間に因果関係があること、という３つの要件を充足

する必要があるということになる（実は、このことは、（本稿ではⅤ

－３－ａの範疇と整理した）地方税法の「貧困に因り生活のため公

私の扶助を受ける者」についても妥当する。具体的に言うと、これ

は、①貧困、②生活のため公私の扶助を受けること、③①と②の間

に因果関係があること、という３要件によって構成されている）。そ

のうえで、ここで考察しているテーマが納税義務（日本国憲法30条

参照）の減免の是非であることに照らせば、むしろ、力点は「②生

活が著しく困難となったこと」にあると考えるのが自然ではないか

（「「特別の事情（事由）がある者」とは、…、主として客観的に担

税力を著しく喪失した者をいう」と判示した前掲宇都宮地判（Ⅴ－



１－ｂ）を参照。また、実際にも、失業者でありながら、特に生活

に困っていない住民というのは、必ずしも稀有な存在ではないよう

に思われる（この点に関連して、Ⅲ－２の深掘りを参照））。 

基本的な考察は以上のとおりである。まとめると、本市条例の失

業者減免、所得減少者減免は、「失業（者）」あるいは「総所得金額

…の見積額が前年の総所得金額の10分の６以下に低下（する者）」

という１つの要件によって構成されているうえ、力点が置かれるべ

き「生活が著しく困難」が明示されていない。この点については、

見直しが必要であるように思われる。また、「失業」との比較で言え

ば、「総所得金額…の見積額が前年の総所得金額の10
．．
分の６以下
．．．．．

に

低下」という要件は、減免事由としてやや広きに失する感がある。

確かに、市（町・村）税条例（例）の減免事由も「当該年において

所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準
．．．．．．

ずると認められる者
．．．．．．．．．

」とされているから、所得減少者減免そのもの

を否定する必要はないが、納税義務の減免という事柄の重大性を踏

まえた適切なバランスは重要となってこよう33。 

 

ｃ．勤労学生減免 

本市条例34条１項3号は、「勤労学生…で前年の合計所得金額が

750,000 円以下のもの」につき、その効果を全部免除の一択として

いる。また、市（町・村）税条例（例）も、「学生及び生徒」を減免

事由として明記しており、双方に同じような思想が流れていること

が窺われる（もっとも、市（町・村）税条例（例）の場合、「学生及

び生徒」以上に何らの限定も付されていないから、文面上、その正

確な趣旨は不明である）。 

ここでいう「勤労学生」について、本市条例は、「所得税法第２条

第１項第 32 号イからハまでの規定に該当するもの」と定義してい

るところ、当該規定は次のとおりである。 

 

三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所

得、給与所得、退職所得又は雑所得（以下この号において「給与所得等」

という。）を有するもののうち、合計所得金額が七十五万円以下であり、

かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十

万円以下であるものをいう。 

イ 学校教育法…第一条…に規定する学校の学生、生徒又は児童 

ロ 国、地方公共団体又は私立学校法…第三条…に規定する学校法人、

同法第六十四条第四項…の規定により設立された法人若しくはこれ

らに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第百二

十四条…に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項…に規定

する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの 

ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法…第二十四条第三項…に

規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するも

の 

 

 こうした所得税法の規定のうち、本市条例が「勤労学生」の定義

に取り込んでいるのは、あくまでも「イからハまでの規定（に該当

するもの）」であって、当該規定の柱書は取込みの対象となっていな

い（もし、柱書を含めて取込みの対象となるのであれば、本市条例

の定義は、単に、「所得税法第２条第１項第32号に該当するもの」

となっていたはずである）。しかし、いずれにせよ、本市条例、所得

税法ともに、75万円以下という所得金額基準の面では共通する。 

 この点、所得税法が75万円以下という基準を設けているのは、次

のような思想に基づいているものと思われる。すなわち、同法82条

１項は、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を対象として

27万円の勤労学生控除を設け、さらに、同法86条１項１号は、同

じく48万円の基礎控除を設けている。したがって、ある学生の全所

得が総合課税の対象となる総所得金額の範囲に収まるのであれば

（要は、分離課税の対象となる退職所得金額や山林所得金額を考慮

しなくてよいのであれば）、課税所得金額は「75万円－27万円－48

万円＝０円」となり、所得税は課されないこととなる。結局のとこ

ろ、所得税法は、原則として、勤労学生を課税の埒外に置いている

のである。 

以上の考察に基づけば、少なくとも、本市条例が勤労学生減免の

効果を全部免除一択としていることには相応の合理性があるものと

考えられる。ただし、次のような指摘をすることが可能である。第

１に、本市条例が所得税法２条１項 32 号柱書を取り込んでいない

ことの帰結として、75 万円以下という所得金額基準の算出基礎が、

本市条例と所得税法とでは異なる。例えば、生命保険契約から支払

われる満期保険金は一時所得の対象であるところ、ある学生の全所

得が、満期保険金が支払われたことによる一時所得 75 万円のみで

あったとすると、本市条例では全部免除の対象となるが、所得税法

では、そもそも「勤労学生」の定義に該当しないこととなる（なぜ

なら、同法２条１項32号柱書にいう「事業所得、給与所得、退職所

得又は雑所得…を有するもの」に該当しないからである）。第２に、

本市条例 15条が引用する地方税法 314条の２第１項第９号は、勤

労学生控除額を26万円とし、同法314条の２第２項は、基礎控除額

を43万円としているから、厳密に言えば、本市条例は、その所得金

額基準を69万円以下とすべきかもしれない。もっとも、所得税法の

「勤労学生」に該当する者の側から見た分かりやすさという観点を

踏まえるならば、75万円以下という現在の基準は許容範囲内と言っ

てよいように思われる。 

 

ｄ．未成年者、寡婦又はひとり親控除減免、障害者減免（本人およ

び扶養親族） 

 これらの減免事由については、Ⅴ－２－ｂの一覧表からも明らか

であるように、地方税法、市（町・村）税条例（例）とも、一致し

て非課税事由とし、かつ、「これらの者の前年の合計所得金額が135

万円を超える場合を除く」という除外要件も共通している（なお、

除外要件における具体的な金額が適宜見直されている点には、留意

が必要である。例えば、平成30年度税制改正前の市（町・村）税条



例（例）によれば、具体的な金額は125万円であった）。筆者として

は、これらの減免事由のあり方につき、Ⅴ－２－ｃで述べたように、

特段の事情のない限り、地方税法及び市（町・村）税条例（例）と

平仄を合わせておくのが妥当であると考える34。 

 

ｅ．天災・火災減免 

 この減免事由については、①地方税法においても「天災その他特

別の事情がある場合」と例示されていること、②本市条例34条１項

７号において、「被害の程度に応じ」た減免とされていること、③本

市規則 11 条２項において、被害の程度に応じた詳細な減免割合が

定められていること、に鑑み、基本的には合理的な定めと言ってよ

いように思われる。一方で、本市規則11条２項が定める「納税義務

者の区分」（（１）から（６）までの６区分）のうち、（４）（５）（６）

は「物的被害」に係るものであるのに対して、（１）は納税義務者の

死亡、（２）は「生活保護法…の規定による生活扶助」の受給、（３）

は「障害者となった」ことという、「人的被害」に係るものとなって

いる。この点、天災・火災減免にいう「被害」とは、その趣旨に照

らし、本来的に「物的被害」を想定しているものと考えられるから

（本稿でも考察しているように、人的な問題は、非課税事由又は他

の減免事由によって対処される想定である）、その限りにおいて、本

市規則には見直しの余地があるように思われる35。 

 

ｆ．死亡者減免 

 この減免事由は、本市条例34条６項が「第１項に規定するものの

ほか、公益上その他の理由により特に必要があると認める場合」と

定めていることを受けて、「納税義務者が死亡し、法第９条の規定に

より当該納税義務を承継した場合」に、「次条第１項の規定による申

請のあった日以後に納期限の到来する納期に係る税額…（当該納税

義務者から承継した税額に限る。）に別表に掲げる区分に応じ同表に

定める割合を乗じて得た額」を減免する旨を定めたものである（本

市規則11条３項１号）。また、ここでいう「別表」は、次のような

ものとなっている。 

 

ア 

イ 
200万以下 

200万超 

250万以下 

250万超 

300万以下 

300万超 

400万以下 

400万以下 10分の10 10分の７ 10分の５ 10分の３ 

400万超 

600万以下 
10分の７ 10分の５ 10分の３ 10分の２ 

［注］ア：納税義務を承継した者の前年の合計所得金額の合計 

イ：死亡した納税義務者の前年の合計所得金額 

 

 例えば、住民であった被相続人Ａの前年の合計所得金額が400万

円であり、かつ、Ａの唯一の相続人Ｙの前年の合計所得金額が 200

万円であった場合、本市は、Ａの納税義務を承継したＹに対し、Ａ

に係る市民税のうち、10分の10、すなわち、全額の免除を決定しな

ければならないこととなる。こうした減免事由の趣旨の１つには、

おそらく、ただでさえ生活が苦しい相続人Ｙに対して、さらに負担

を上乗せする形でＡの納税義務を果たさせることが、あまりにも酷

に過ぎるという配慮があるものと思われる。 

 しかし、そうした問題は、市町村のレベルにおいて、しかも、租

税の減免という形でなされるべきではなく、本来、納税義務を承継

した相続人の側において、自律的に解決されるべきではないか。す

なわち、民法は、積極財産、消極財産の双方について相続人に承継

されることを前提に（920条）、限定承認（922条）や相続放棄（939

条）といった他の選択肢を用意しているのであって、地方税法９条

も、このことを前提にしているものと考えられる（例えば、地方税

法９条１項但書は、「ただし、限定承認をした相続人は、相続によつ

て得た財産を限度とする」と定めている）。また、所得割が前年の所

得について算定されること（本市条例14条１項）との関係でも、賦

課期日は当該年度の初日の属する年の１月１日とされるから（本市

条例24条）、相続人において、承継された税額の多寡が全く分から

ないということもなかろう36。そして、何よりも、この減免事由は、

本市条例34条６項で表されているように、「公益上その他の理由」

を具体化したものであるという点を見落としてはならない。前掲宇

都宮地判（Ⅴ－１－ｂ参照）が述べたように、公益を理由として減

免するのであれば、「他の一般納税者との関係における租税負担の公

平の観点からみても、当該具体的事案につき、減免を相当とする程

度の強い公益性、公共性があるものに限って」行われる必要がある

のである。 

 以上で考察したところにより、筆者としては、この減免事由の合

理性には疑問の余地があるものと考える。 

 

ｇ．被爆者減免 

 先の死亡者減免と同様、この減免事由も、「公益上その他の理由」

（本市条例 34 条６項）を具体化したものと位置付けられる。確か

に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により被爆者健康手

帳の交付を受けている者への配慮は、前掲宇都宮地判（Ⅴ－１－ｂ

参照）のいう「減免を相当とする程度の強い公益性、公共性」を備

えているものと見てよいように思われる。 

 ただし、次の各点には留意を要しよう。第１に、同法上、市町村

は援護の施策を講じる責に任じられていないこと（同法６条参照）、

第２に、同法第４節（24条以下）では、各種の手当等の支給に関す

る定めが置かれており、これと別に市町村が（納税義務の免除とい

う内容の）手当を提供することは想定されていないと考えられるこ

と、第３に、同法46条１項が「租税その他の公課は、この法律に基

づく給付として支給を受けた金品を標準として、課することができ

ない」と定めていることの反面として、市民税の減免が必須のもの

とは考えられないこと、である。そして、第４に、これが最も重要

であるが、被爆者減免の効果を見ると、「［地方税］法第314条の２



第１項第６号に規定する障害者に係る控除額」という概念が登場す

ることから、被爆者減免の背景には、障害者減免と相通じるものが

あるのではないかという仮説が成り立つ。この点、「障害者」の定義

を見るに、地方税法292条１項10号は、「精神上の障害により事理

を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体

に障害がある者で政令で定めるものをいう」とし、さらに、同法施

行令46条は、「法第二百九十二条第一項第十号に規定する政令で定

める者は、第七条に規定する者とする」としたうえ、同法施行令７

条５号が、障害者の一類型として、「原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律…第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受

けている者」を明示する。したがって、通常、被爆者減免にいう被

爆者は、障害者減免にいう障害者と重なるものと考えられる37から、

被爆者減免をあえて独立に設ける必然性は乏しいように思われる。 

 

Ⅵ まとめ －本市への提言－ 

 

 以上、本稿は、本市条例・本市規則の各減免事由の合理性につい

て考察した。その結果は次のとおりであり、この内容をもって本市

への提言としたい。 

 なお、この提言は、実際には本市条例が１条によって地方税法の

規定の一部を条例の中に取り込んでいると解されるところ、その前

提を排して考察した結果である点、そして、このことが、究極的に

は、本市条例・本市規則の１つの「あるべき姿」（Ⅰ－１参照）を提

示することにつながる点、Ⅴ－３の冒頭で述べたとおりである。 

 

◆生活保護減免 生活保護法11条１項１号の「生活扶助」を受け

る者については、非課税事由とすべきである。減

免事由は、「生活保護法 11条１項２号ないし８

号にいう扶助又は同法４条２項にいう扶助を受

ける者」といった文言を用いて明確化すべきで

ある。減免の効果について、文面上は全部免除を

残すとしても、原則として一部免除（軽減）に止

めるべきである。 

1 これとは別に、以下の東大阪市役所ウェブサイト（2023年11

月30日最終閲覧）は、「個人市民税・府民税の減免」と題し、

次のように、東大阪市税条例34条及び東大阪市税条例施行規則

11条３項の内容を分かりやすく説明している。しかるに、同ウ

ェブサイトにおる当該説明が、「市民税全般」と題するカテゴリ

ーの最上位に位置している（具体的には、「市民税の概要」より

も上位に位置している）点は、市民に対する本市の姿勢の表れ

なのか、まことに興味深い。 

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000028716.html 

個人市民税・府民税の減免について 
個人市民税・府民税は、所得税とは異なり、所得があった翌年に課

税される制度となっていますので、税負担の公平性から、納付時期

の所得状況などに関わらずお納めいただくことが原則です。 

以下の理由などにより個人市民税・府民税の全額負担が困難である

と認められる場合は、申請により減免を受けられることがありま

す。 

◆失業者減免 

◆所得減少者減免 

失業者減免、所得減少者減免のいずれについて

も、「生活が著しく困難」という趣旨の要件が明

示されていない点の見直しが必要である。また、

失業者減免との比較で言えば、所得減少者減免

の「前年の総所得金額の10分の６以下に低下」

という要件は、やや広きに失する。 

◆勤労学生減免 減免事由の存在、及び、その効果を全部免除一択

としていることには、相応の合理性がある。ただ

し、75万円以下という所得金額基準の算出基礎

が、本市条例と所得税法とでは異なる点、留意を

要する。 

◆未成年者、寡婦又は

ひとり親控除減免 

◆障害者減免（本人お

よび扶養親族） 

特段の事情のない限り、地方税法及び市（町・村）

税条例（例）と平仄を合わせて、非課税事由とす

べきである38。 

◆天災・火災減免 基本的には合理的な定めと言える。ただし、本市

規則11条２項が定める「納税義務者の区分」の

うち、「人的被害」に係る（１）（２）（３）は、

本来、非課税事由又は他の減免事由によって対

処されるべきであり、その限りにおいて、本市規

則には見直しの余地がある。 

◆死亡者減免 本来、相続の問題は相続人において自律的に解

決されるべきであること、減免を相当とする程

度の強い公益性、公共性があるとは言えないこ

とから、減免事由としての合理性には疑問の余

地がある。 

◆被爆者減免 この減免事由自体は、減免を相当とする程度の

強い公益性、公共性を備えていると言えるが、通

常、被爆者減免にいう被爆者は、障害者減免にい

う障害者と重なるものと考えられるから、被爆

者減免をあえて独立に設ける必然性は乏しい。 

 

以 上 

1. 生活保護法の規定による扶助等を受けている方 

2. 失業された方または所得が前年の6割以下に減少すると

見込まれる方 

3. 勤労学生、未成年、寡婦、ひとり親、本人または扶養親

族等が障害者に該当する方 

4. 天災（風水害等）または火災による被害を受けた方 

5. 納税義務者の死亡により、納税義務を継承した相続人の

方 

6. 本人または扶養親族等が被爆者健康手帳をお持ちの方 

など 

※減免を受けようとするときは、納期限（特別徴収の場合は徴収月

の末日）までに申請をする必要があります。 

※以下の場合は減免の対象とならないことがありますので、ご注意

ください。 

 申請日以前の納期限にかかる税額 

 条例及び規則に規定する理由や所得基準の要件に該当し

ない場合 

                                                   



                                                                                 
※申請する理由により、必要な書類が異なりますので、申請を検討

されている方は、納期限までに市民税課へご相談ください。 

 
2 ○内数字及び強調は筆者による。 
3 なお、「不明」がなかった11市の回答の中には、必ずしも本

市の意図どおりではないもの（例えば、当該市の市税条例が根

拠である旨の回答）もあった。 
4 強調は筆者による。 
5 このほかにも、「根拠は不明であるが、昭和29年自治省通知

によるものと考えられる」といったニュアンスの回答が複数見

られた。 
6 本稿執筆時点において、近畿Ｃ市ウェブサイトからは同市条

例を参照することができない状態となっているため、ひとまず

同市条例の引用を省略する。 
7 本文の論述は、あくまでも近畿Ｂ市の市税条例本体の規定

．．．．．．．．．
に

基づくものであるが、実のところ、同市の場合、その市税条例

施行規則14条６項（及び別表第１）において、詳細な減免率が

定められているから、現実の運用は、これに基づいて行われて

いるものと考えられる。しかし、（本稿の趣旨に鑑み、深入りし

ないものの）こうした事項は、本来的に条例本体によって定め

られるべきであろう。 
8 これらの通知は、中央省庁（当時の自治省、現在の総務省）

から各都道府県に宛てられたものとなっている。そのうえで、

当該各通知の内容は、都道府県から各市町村に連絡されること

となる。 
9 宇賀克也『地方自治法概説［第10版］』（有斐閣、2023年）

245頁。 
10 同前。 
11 詳細については、例えば、福家俊朗「地方税法改正の法理と

実像 －地方分権と自治財政制度－」北野弘久先生古稀記念論文

集刊行会編『納税者権利論の展開』（勁草書房、2001年）781頁

以下参照。 
12 法令用語研究会（代表・岩尾信行）編集執筆『有斐閣 法律

用語辞典［第５版］』（有斐閣、2020年）580頁。 
13 池上岳彦編著『自治体改革第７巻 地方税制改革』（ぎょうせ

い、2004年）225頁［沼尾波子執筆］。なお、伊東弘文「活性化

し始めた地方独自課税の背景」税務弘報48巻９号７－８頁

（2000年）が、「地方団体の独自課税とは、地方税法と地方税

条例の間、つまり地方税条例が、地方税法の定める枠組みの中

で、どのように、あるいはどの程度自主決定できる余地をもっ

ているか、に依存する。自主決定の余地は地方課税の進行局面

に応じて、すなわち①地方税の税目、課税客体、②課税標準、

③税率、④その他賦課徴収ごとに変化する」と述べるのも（減

免に係る自主決定は、④に含まれる）、これと基本的に同旨であ

ると考えられる。 
14 ○内数字及び強調は筆者による。 
15 なお、個人の均等割の標準税率は、年額3000円という比較

的低廉な額に抑えられている（地方税法310条、本市条例12条

１項１号）。 
16 田中治「住民税の法的課題」日税研論集46号107頁（2001

年）。 
17 田中・前掲注16）108頁。 
18 同前参照。 
19 ○内数字及び強調は筆者による。 
20 細部にわたる意見となるが、筆者においては、③が「その他

．．．

特別の事情がある者」とされ、「その他の
．．．．

特別の事情がある者」

とされていないことも、こうした認識を強くする一因となって

いる（通常の用語法によれば、「その他」におけるその前後は並

列関係であるのに対し、「その他の」におけるその前後は後が前

を包含する関係であるとされる）。したがって、筆者としては、

葛生町税条例51条１項５号のように、「特別の事由がある者」

を独立の条項とすることにつき、不当な拡大解釈を招きかねな

いことを理由として、基本的には賛成できない。 
21 もっとも、こうした考え方に対しては、地方税法６条が「公

益等に因る課税免除及び不均一課税」を定めていることに照ら

して杞憂であるという批判もあり得よう。 
22 強調は筆者による。 
23 前掲注20）で述べたように、私見は、この事由を独立のもの

と理解することに賛成しないが、ここでは、考察の便宜上、独

立の条項として表示している。 
24 ただし、令和６年１月１日から、扶養親族を16歳未満の者

及び控除対象扶養親族に限る旨の改正条文が施行されている。 
25 宇賀・前掲注９）181頁。 
26 租税債権、租税債務について、金子宏『租税法（第24版）』

（有斐閣、2021年）153頁参照。 
27 これと似たような現象は、他の法分野でも見られるところで

ある。保険法分野の例であるが、生命保険の主契約に付加され

る災害死亡特約の約款においては、かつて、「被保険者の死亡が

自殺によるものでないこと」が災害保険金請求権の発生要件の

１つとされている一方で、「被保険者の死亡が自殺によるもので

あること」が同請求権の免責要件の１つとされていた。こうし

た約款の解釈につき、最二判平成13年４月20日・民集55巻３

号682頁は、後者をして、「確認的注意的に規定したものにとど

ま」ると判示している。 
28 強調は筆者による。 
29 前掲注25）参照。 
30 一般財団法人地方財務協会編『地方税法総則逐条解説』（地

方財務協会、2013年）20頁。 
31 反面、「民法…に定める扶養義務者の扶養

．．
」（具体的には、民

法877条以下にいう扶養）をも盛り込んでしまうのは、減免の

範囲が広くなり過ぎて妥当でないように思われる。 
32 アンケート調査の回答によれば、関東・甲信越Ｄ市、関東・

甲信越Ｆ市、関東・甲信越Ｇ市、関東・甲信越Ｈ市、等。 
33 この観点からすると、本市規則11条１項が、総所得金額の

減少幅の算出基礎から譲渡所得と一時所得を除いていることに

ついても、その合理性が問題となり得よう（例えば、ある住民

が、ゴルフ会員権を譲渡したり、生命保険契約から解約返戻金

を受け取ったりして、それらを生活原資に充て、問題なく生活

できているとしても、現在の本市条例・本市規則の下では、所

得減少者減免を受けることが可能となる。） 
34 なお、Ⅱ－２によれば、本市は、未成年者、寡婦又はひとり

親控除減免の根拠について、「非課税基準
．．．．．

の激変緩和の観点か

ら」としている。そうだとすれば、未成年者、寡婦又はひとり

親については、別途、非課税事由も定められているということ

になりそうであるが、少なくとも筆者が確認した限り、そうし

た明示的な非課税事由は見当たらない。本文の論述について

も、このことを前提としている。ただし、本市の実際の実務運

用においては、本市条例１条によって取り込まれた地方税法

295条１項２号に基づき、賦課期日時点で障害者、未成年者、

寡婦又はひとり親の各事由に該当する者のうち合計所得金額が

135万円以下のものにつき、非課税の取扱いとしている。 
35 もっとも、「人的被害」に係る（１）（２）（３）が導入され

た背景については、「災害被害者に対する地方税の減免措置等に

ついて」（平成12年４月１日自治税企第12号各都道府県知事あ

て自治事務次官通知）を受けたものと推測され、そうした意味

では、本市規則11条２項の規定ぶりにも理由がないわけではな

い。一方で、平成12年４月１日と言えば、Ⅳ－２で述べたと

おり、まさに「市（町・村）税条例（準則）」が「市（町・村）

税条例（例）」に衣替えしたタイミングであるうえ、本文で述べ

たとおり、人的な問題は、本市規則11条２項を持ち出すまでも

なく、本来、非課税事由又は他の減免事由によって対処される

べきものである。 



                                                                                 
36 この点、相続税法の観点からは、次のように説明することも

可能であると思われる。すなわち、相続税の課税価格の計算

上、債務控除の対象となる債務は、確実と認められる債務であ

ることが要件とされているところ、債務が確実であるかどうか

については、必ずしも書面の証拠があることを必要としない

（相続税法13、14条、相続税法基本通達14－１）。もっとも、

債務の存在については客観的に確実と認められることが必要と

されるが、債務の存在が確実であれば、その金額が確定してい

ないものであっても対象となる。これらを前提に、市町村民税

の位置付けについて考察すると、市町村民税は前年所得課税を

採用しているから、所得を稼得している納税者が死亡した時点

において、租税債務は確実と認めることができよう。したがっ

て、市町村民税の負担は、相続税法13条に基づき、債務控除と

して相続税額の算出過程で考慮されることとなり、これとは別

に、市町村が死亡者減免という形で市町村民税を減免する必要

はないものと考えられる。 
37 ここで「通常、被爆者減免にいう被爆者は、障害者減免にい

う障害者と重なるものと考えられる」と述べているのは、次の

ような趣旨による。すなわち、原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律１条は、同条各号該当者のうち、都道府県知事から

被爆者健康手帳の交付を受けたもの（同法２条３項）を「被爆

者」と定義する。また、同法11条１項は、こうした「被爆者」

のうち、所定の医療の給付を受けようとする者について、あら

かじめ、厚生労働大臣の認定を受けなければならない旨を定め

る。以上のような同法の構造を前提としたうえで、本市規則11

条３項２号は、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律…第２

条第３項の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者（同法

第11条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者を

除く。…）」を減免対象者としている。つまり、本市規則11条３項

２号は、「被爆者」であるが、原子爆弾被爆者に対する援護に関す

る法律11条１項の認定を受けていないものを対象に、拡大救済し

ようとしているのである。もっとも、「被爆者」でありながら、同

法11条１項の認定を受けていないもの（すなわち、所定の医療の

給付を必要としないもの）というのは、必ずしも多くないように思

われる（加えて言うと、そうした者を減免対象者とする必要性は、

必ずしも高くないかもしれない）。 
38 前掲注34）参照。 


